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１【提出理由】

　当社は、平成27年６月29日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の連結子会社である株式会社リードを消

滅会社とする吸収合併を行う決議をし、同日付で合併契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項

並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第７号の３の規定に基づき、臨時報告書を提出する

ものです。

２【報告内容】

（１）当該吸収合併の相手会社についての事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額及び事業の内容

　商号 　株式会社リード

　本店の所在地 　大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目６番45号

　代表者の氏名 　代表取締役社長　川崎　治

　資本金の額 　30,000千円（平成26年８月期）

　純資産の額 　228,272千円（平成26年８月期）

　総資産の額 　531,309千円（平成26年８月期）

　事業の内容 　袋物、バック等の卸売業
 

 
②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

 平成24年８月期 平成25年８月期 平成26年８月期

売上高（千円） 533,669 534,898 474,341

営業利益（千円） 41,932 27,903 △26,757

経常利益（千円） 38,945 27,301 △30,178

当期純利益（千円） 42,774 18,344 △35,872
 

 
③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称 リード株式会社

発行済み株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100％
 

 
④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 相手会社は当社100％出資の連結子会社であります。

人的関係 役員の兼任があります。

取引関係 一部製品で取引があります。
 

 
（２）吸収合併の目的

株式会社リードは、当社の完全子会社であり、袋物及びバックを女性向に企画し、国内及び中国、フィリピン、

インドネシア等で外注生産し、小売店、専門店、百貨店、大手アパレル等を通じて販売しております。

　このたび、意思決定の迅速化と組織運営の効率化を図り経営基盤を強化することを目的として、当該子会社を吸

収合併することといたしました。
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（３）当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

①　合併の方法

　当社を存続会社、株式会社リードを消滅会社とする吸収合併によります。

②　吸収合併に係る割当ての内容

　該当事項はありません。

③　その他の吸収合併契約の内容

　合併契約の内容は、添付の「合併契約書（写し）」の通りです。

 
（４）合併比率の算定根拠等

本合併に際して新株式の発行、新株式の割当ては行わないため、該当事項はありません。

 
（５）当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

　商号 　株式会社カワサキ

　本店の所在地 　大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目９番10号

　代表者の氏名 　代表取締役社長　川崎　治

　資本金の額 　564,300千円

　純資産の額 　現時点では確定しておりません。

　総資産の額 　現時点では確定しておりません。

　事業の内容
　身の回り品等の卸売業

　賃貸・倉庫事業
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合 併 契 約 書

　

株式会社 カワサキ（大阪府泉北郡忠岡町新浜二丁目９番10号。以下「甲」という。）及び株式会社リード（大阪府

泉北郡忠岡町新浜二丁目６番45号。以下「乙」という。）は、合併に関し次の契約を締結する。

 

第１条（合併）

　　甲は、乙と合併し、甲は存続し、乙は解散する。

 

第２条（合併に際して交付する金銭等）

甲は、乙の全株式を所有しているため、乙の株主に対してその株式に代わる金銭等の交付は行わないものとす

る。

 

第３条（甲の資本金等）

　　　合併により、甲の資本金及び準備金は増加しない。

 

第４条（合併効力発生日）

甲及び乙の合併効力発生日は平成27年８月10日とする。但し、この日までに合併に関し必要な手続きが終了しな

いとき、その他止むを得ない事情があるときは甲乙協議のうえこれを変更することができる。

 

第５条（会社財産の引継ぎ）

乙は合併効力発生日までにおける計算を明確にして、合併効力発生日において財産及び権利義務の一切を甲に引

き継ぐものとする。

 

第６条（従業員の処遇）

甲は、乙の従業員のうち合併効力発生日現在在籍する者を甲の従業員として引き続き雇用する。但し、勤続年数

については乙におけるそれぞれの年数を引き継ぎ、その他の取り扱いについては甲乙協議のうえ定める。

 

第７条（会社財産の管理等）

甲及び乙は、本契約締結後合併効力発生日にいたるまで、善良なる管理者の注意をもってその財産の管理及び業

務の運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼすような事項については、予め甲乙協議のうえこれ

を行うものとする。

 

第８条（合併条件の変更及び合併契約の解除）

本契約締結後合併効力発生日にいたるまでの間において天災地変その他の事由により甲又は乙の資産あるいは経

営状態に著しい変動が生じたときは甲乙協議のうえ合併条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

 

第９条（費用負担）

合併実行にいたるまでの手続にかかる費用は、甲乙協議のうえ負担者を定める。
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第10条（退職慰労金）

乙は、合併に際して退任するそれぞれの役員に対して退職慰労金を支給しない。

 

第11条（本契約の効力）

本契約は法令に定められた関係官庁等の許認可がない場合には、その効力を失うものとする。

 

第12条（規定外事項）

本契約に規定するもののほか、合併に関し必要な事項は、この契約の趣旨に基づいて甲乙協議のうえこれを決定

するものとする。

 

 

以上本契約締結の証として本契約書１通を作成し、甲乙署名又は記押印のうえ、甲がその原本を保有し、乙はその写

しを保有する。

　

平成27年６月29日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

甲 　大阪府泉北郡忠岡町新浜二丁目９番10号

　　　株式会社 カワサキ

　　　代表取締役 川崎 治

 

乙　 大阪府泉北郡忠岡町新浜二丁目６番45号　　　

　　　株式会社 リード

　　　代表取締役 川崎 治
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